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第１章 要請の背景、内容及び案件採択理由 

 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

(1) 経緯 

インドネシア政府は 1999 年 4 月の大統領令に基づき、灌漑施設の維持管理への積極的な農

民参加を促すために制度を再構築することとした。灌漑用水管理については、政府の技術的・

財政的な支援のもとに段階的、選択的、そして民主的に水利組織へ移管され、1 次水路及び 2

次水路については 1 システム 1 管理の原則のもとに水利組合連合により管理すること（ただ

し、大規模のものについては、政府との共同管理）などの方針が打ち出された。 

しかし、現状の大部分の水利組合は農民の意向が反映されておらず、技術的にも未熟で、

十分な管理を行うことができない状況にある。また、水利組合連合の結成について自立性や

地方分権の観点から、地方技術者の能力開発が求められている状況にある。 

こうした状況のもと、2000 年 11 月にインドネシア政府からプロジェクト方式技術協力「水

利組合強化・用水管理技術移転計画（仮称）」（以下、「本プロジェクト」とする）の要請を受

けた。その内容は、1) 灌漑用水管理体制・灌漑水管理方法の改善、2) 農民による灌漑用水管

理の確立、3) 水資源の有効利用、4) 5 州内で 50 地区、計 250 地区において灌漑施設改善計画

の最適化を図るための水利組合への巡回指導、中央での研修などである。 

この要請に対し、同時期に国際協力事業団（JICA）が実施していた開発調査「水利組合移

管促進調査」の調査結果を踏まえた上で、実施の妥当性を確認するため第１次短期調査団が

派遣された。 

 

(2) 目的 

・プロジェクトの実施体制、位置付けの確認 

・位置付けに適応したプロジェクトの対象の絞り込み 

・問題点の把握 

 

１－２ 調査団の構成 

 担当分野 氏  名 現職 

1 総括 御前 孝仁 農林水産省農村振興局整備部設計課  

海外土地改良技術室長 

2 援助政策 金子 祐二 外務省経済協力局技術協力課 

3 灌漑 楠瀬 正敏 農林水産省中国四国農政局東伯農業水利事業所

4 参加型計画 竹下 茂 （株）地域計画連合 

5 協力計画 二神 健次郎 国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課
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１－３ 調査日程 

調査日程 2 月 12 日(火)～23 日(土)     

調査団員（5 名） 総括、援助政策、灌漑、協力計画、参加型計画 

日数 月日 曜日 旅程 調査内容 備考 

1 2/12 火 
成田→ジャカル

タ 

移動（JAL725）、団内打合せ 灌漑、協力計画、

参加型計画 

ジャカルタ JICA インドネシア事務所打合せ、 

専門家との打合せ、 

IESC 残務機関との打合せ、 

居住地域インフラ省（技術指導局）に

対する PCM 手法の説明 

灌漑、 

協力計画、 

参加型計画 

2 2/13 水 

ジャカルタ→ 

マカッサル 

移動 参加型計画 

成田→ジャカル

タ 

移動（JAL725） 総括、援助政策 

ジャカルタ 居住地域インフラ省との打合せ 

アジア開発銀行から情報収集 

灌漑、協力計画 3 2/14 木 

マカッサル ワークショップ準備 参加型計画 

ジャカルタ 

 

JICA インドネシア事務所打合せ 

日本大使館表敬 

居住地域インフラ省表敬・協議 

総括、援助政策、

灌漑、協力計画 
4 2/15 金 

マカッサル ワークショップ準備他 参加型計画 

ジャカルタ→ 

デンパサール 

 

移動、現地調査 

（水利組合研修所、同博物館） 

総括、援助政策、

灌漑、協力計画 
5 2/16 土 

マカッサル ワークショップ準備他 参加型計画 

デンパサール→ 

マタラム 

資料整理、移動 

現地調査、聞き取り 

総括、援助政策、

灌漑、協力計画 6 2/17 日 

マカッサル ワークショップ準備他 参加型計画 

マタラム→ 

デンパサール 

 

現地調査（灌漑管理センター他） 

現状、問題点など聞取調査打合せ 

州、水利組合代表など 

総括、援助政策、

灌漑、協力計画 
7 2/18 月 

マタラム ワークショップ準備他 参加型計画 

デンパサール→ 

マカッサル 

現地調査（灌漑地区-SSIMP） 

現状、問題点など聞き取り調査打合せ 

州、NGO、水利組合代表 

総括、援助政策、

灌漑、協力計画 
8 2/19 火 

マカッサル ワークショップ 参加型計画 
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マカッサル→ 

ジャカルタ 

居住地域インフラ省協議 

国家開発企画庁協議 

総括、援助政策、

灌漑、協力計画 9 2/20 水 

マカッサル ワークショップ 参加型計画 

10 2/21 木 

ジャカルタ 居住地域インフラ省ワークショップ 

居住地域インフラ省協議、ミニッツ署

名交換 

国際協力銀行との打合せ、 

世界銀行との打合せ 

インドネシア事務所報告 

総括、 

援助政策、 

灌漑、 

協力計画 

参加型計画 

11 2/22 金 
ジャカルタ→ 資料整理 

移動（JAL726） 

 

12 2/23 土 →成田   
 

１－４ 主要面談者 

居住地域インフラ省 
  Ir. Hari Sidharta   水資源総局長 
  Ir. Moh. Hassan   水資源総局技術指導局長 
  Ir. Mudjiadi    水資源総局技術指導局灌漑部長 
  Ir. Sukrasno 水資源総局西部水資源局第 4 地域部長(元灌漑部長) 
  Ir. A. Tommy  水資源総局中部水資源局第 3 地域部長(元 IESC PM) 
  Ir. Bahari 水資源総局 IESC プロジェクトマネージャー 
  江上 博司 JICA 個別専門家（居住地域インフラ省水資源総局） 

 
国家開発企画庁 

  Ir.Bangbang   WATSAL(水資源構造調整ローン)施策担当責任者 
 
各州担当者 

  Ir. Imade Sudiarasa  バリ州水資源局（スバック水利組合研修所説明者） 
  Ir. Surana 西ヌサティンガラ州水資源局計画部長 
  Ir. Nurjaya 西ヌサティンガラ州水資源局維持管理部長 
  Drs. H. Syahrul  南スラウェシ州計画庁長官 
  Ir. Zainuddin Sake      南スラウェシ州水資源局 

岡本 正明 JICA 個別派遣専門家 
（内務自治省地域開発総局南スラウェシ州計画庁） 

 

 
関係機関 

  福山 公博  国際協力銀行ジャカルタ駐在員 
  小林 義治 アジア開発銀行農業セクター担当責任者 
   Mr. Guy J. Alaerts  世界銀行 WATSAL 担当責任者 

  Mr. Stephen D. Mink 世界銀行農村開発担当者 
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第２章 総括 

 
２－１ はじめに 

 今回の調査の目的は、平成 12 年度にインドネシア政府から要請のあった本プロジェクトの目的、

活動の内容･優先度の確認をするとともに、プロジェクト方式技術協力の適用の可能性を検討する

ことである。このため、要請機関である居住･地域インフラ省などインドネシア関係政府機関との

協議、東部 2 州での現地灌漑管理状況視察及び関係者からの情報収集、灌漑開発関係主要ドナー

との意見交換などを実施した。また、南スラウェシ州マカッサルでは PCM ワークショップを実施

するとともに、居住･地域インフラ省の技術者を対象にブレーンストーミング法で討論が行われた。

これら調査団の活動のうち、居住･地域インフラ省、国家開発企画庁との協議、現地視察の概要な

らびにワークショップなどの概要について、居住･地域インフラ省水資源総局長と調査団長との間

で議事録（M/M）を交わした。 

 

２－２ 議事録の概要 

(1) 国家開発企画庁（BAPPENAS）食料･農業･水資源局担当者との協議 

   国家開発企画庁は、インドネシア政府の各種政策の調整担当機関であり、水政策に関して

も、世界銀行の WATSAL（水資源セクター構造調整融資）を受けて管理･組織などの制度改

革を進めている。WATSAL では、灌漑管理の改善を大きな課題としている。面談した担当者

は課長レベルと思われるが、WATSAL を直接担当している。調査団との意見交換を通じ、下

記のように BAPPENAS 担当者の考えがまとめられた。 

･ 灌漑管理の農民移管プロセス 

長期的にはあらゆるレベルで移管が成されることが目標であるが、それぞれの灌漑シ

ステムの状況を勘案して段階的に進めることが適切である。ダムや大規模な導水路など

政府が管理を担うべきものもある。 

･ 本プロジェクトの WATSAL 施策との合致 

プロジェクトの考え方（コンセプト）は基本的に WATSAL と一致している。また、

本プロジェクトは、WATSAL 施策の実現に貢献すると考える。 

･ 政府などの関与のあり方 

水利組合の諸手続きについては、現地の灌漑管理、集落管理の習慣などを勘案し、で

きるかぎり柔軟な対応が求められる。 

･ モデル地区の選定 

モデル地区として、5 州で 50～250 地区を対象に技術移転を行いたいと言う要請であ

るが協力リソースも限られており、日本側も困難ではないかと考えている。効率性と資

源の有効利用の観点から、対象州を少数の州に絞り込むことが提案された。 

なお、WATSAL では主要政策ごとにワーキンググループを設置し、議論を進めてい

る。灌漑管理については、居住･地域インフラ省の Hasan 技術指導局長が、メンバーに

なっている。 
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(2) 居住･地域インフラ省（Kimpraswil）水資源総局長及び同総局技術指導局長との協議 

居住･地域インフラ省が、本プロジェクトの要請省庁である。過去に JICA が実施したプロ      

ジェクト方式技術協力の受け皿であった灌漑技術支援センター（IESC）が、本プロジェクト

の準備を担当している。BAPPENAS 同様、調査団との協議の結果を M/M を取りまとめた。 

･ インドネシア政府の灌漑セクター政策における本プロジェクトの位置づけ。 

要請は 1999 年の大統領令（3/99 号）を踏まえたものであるが、更に昨年 12 月に

WATSAL 政策を踏まえて発出された灌漑管理に関する大統領令(77/01 号)とも整合の取

れたものである。大統領令（77/01 号）については内容の詳細な検討が必要である。（後

述） 

･ 本プロジェクトの目的･内容についての変更の有無 

基本的に大きな変更は無い。ただし、詳細については灌漑分野を巡る最近の状況を踏

まえて一部見直しも必要である。 

･ 水利組合組織化や人材強化に係る事業の展開状況 

            国際協力銀行（JBIC）、世界銀行、アジア開発銀行、オランダ政府などドナーの支援を

受けた灌漑事業において、ハードに加えて、組織化などソフトコンポーネントを含めた

事業が最近試験的に開始されている。 

･ 本プロジェクトの実施体制についての考え方 

           水資源総局の中に昨年 6 月に終了したプロジェクト方式技術協力「灌漑技術支援セン

ター」に従事した技術者･職員が業務を継続している。本プロジェクトの準備も担当して

おり、新プロジェクトの内容に合わせた体制の基礎としたい。また、期待される役割と

して、研修講師の研修（Training of Trainers,TOT）を実践するための移動技術支援チーム

（Moving Advisory Team, MAT）に類似した活動をプロジェクトに導入することも考えら

れる。 

 

(3) 現地視察とワークショップ 

現地視察とワークショップについての詳細は後述する。視察時期が雨期であったため、灌

漑の需要が高くなく、水不足、水配分の不公平といった問題、水利組合(WUA)の具体的活動

などを直接見聞することができなかった。整備された水路システムの管理はおおむね良好だ

が、末端の水田など土水路では配水管理に適した整備がされているとは言えない。マカッサ

ルで行われた現地ワークショップの議論も、こうした状況を裏づけるものといえる。 

 

(4) 勧告及び次期調査団の派遣 

    今回の調査を通じて、灌漑管理の水利組合への移管とその強化がインドネシア政府の水資

源政策において大きな柱とされていることは確認できたものの、本プロジェクトが果たすべ

き具体的な役割や協力の主要指標については十分に固まっていない状況と思われる。こうし

た点を踏まえ、議事録において、下記の事項についてインドネシア側で早急に整理して、日

本側に提出するよう要請することとした。また、今回の調査で得られた各種の情報と下記事

項に関するインドネシア側の報告書に基づき、詳細なプロジェクトの枠組みを調査・検討す

るため次期調査団の派遣を検討することとした。 
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･ 灌漑セクターを取り巻く現状に基づき、プロジェクトの目的及び内容を整理 

･ 他の類似事業との役割分担の明確化 

･ 対象モデル地区の選定基準の明確化 

･ プロジェクト実施体制の明確化 
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第３章 背景 

 
３－１ 灌漑施設維持管理 

 インドネシアは 1984 年に米の自給を達成したが、それまで政府が担ってきた灌漑施設の負担を

軽減すべく、1987 年に灌漑システムの運営と維持管理についての新政策を決定した。この政策は

必要な施設改修を済ませた 500ha 未満の灌漑システムを、受益者から徴収した水利費を財源にし

た水利組合に移管する政策であった。しかし、農民の意見を反映しない一方的なトップダウン方

式による水利組合への管理移管政策は十分な成果をあげておらず、維持管理ができないまま灌漑

施設の荒廃も進んでいる。 

現状では大部分の水利組合の技術が未熟であるため十分な管理を行うことができていない。ま

た、水利組合連合の結成については自立性や地方分権の観点から、地方政府技術者の能力の開発

が求められている。 

インドネシア政府は、灌漑施設の運営強化のために、1999 年 4 月に大統領令 1999 第 3 号「灌

漑管理政策（Irrigation Management Policy Reform: IMPR）を発布し、「1 灌漑システム 1 管理」の概

念のもと、1 次水路及び 2 次水路については水利組合連合による管理（ただし、大規模のものに

ついては政府との共同管理）を行う方針を打ち出した。これにより、イ国政府は、水資源セクタ

ーに関する政策、法制度の改革を水資源構造調整ローン（WATSAL）により実施している。また、

地方分権化の流れの中で、2001 年 12 月灌漑施設維持管理に関する新たな大統領令 2001 第 77 号

において、地方政府は灌漑管理施策を実行するための主な責任を付与され、中央政府はそれに対

する支援を行うことが定められた。 

 

３－２ 他援助機関の動向 

インドネシア国内ではこれまで、JBIC、世界銀行、アジア開発銀行などの援助機関により灌漑

施設が建設されてきたが、適切な管理が行われないため、老朽化が進んでいる。各援助機関とも

その状況を憂慮し、適正な管理のために水利組合を育成しつつ、多くの灌漑施設の改修、新設事

業を実施している。 

 

(1) 国際協力銀行 

現在、PTSL II（水資源開発セクターローン）、SSIMP（小規模灌漑事業）を実施している。

現在 SSIMP はフェーズ 4 を準備中であり、水利組合設立支援のコンサルタントサービスなど

ソフト支援も行う予定である。フェーズ 3 以前の SSIMP においてもソフト支援を含んでいた

が、フェーズが増す毎にその投入を増やしてきている。現時点で PTSL II はソフト支援を含

んでいないが、今後導入する予定である。 

地区選定については、成果の上がるところを選定している。効率のよいところ、着手でき

るところから順に実施している。 

JBIC はすべての地区でソフト支援を行うのは難しいと考えており、本プロジェクトとの連

携は望ましいとのことであった。 
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(2) アジア開発銀行 

    現在 FMIS（Farmer Managed Irrigation Systems Project）を実施している。これは自発的な水

利組合に対する援助であり、農民がみずから作った施設の修復を対象に支援をしており、地

方の技術者などに対する研修や、修復工事の資材提供を行っている。FMIS 終了後に、支援対

象を 1 次水路、2 次水路などに規模拡大した改善事業（Participatory Irrigation Sector Project）

の実施を検討する予定である。 

     本プロジェクトとの連携については、事業対象地区内であれば、アジア開発銀行の事業制

度に則した形での申請により、資材提供など可能である。 

 

(3) 世界銀行 

現在、WATSAL や IDTO（Irrigation Development and Turnover, a component of Jawa Irrigation  

Improvement and Water Resources Management Project）を実施している。WATSAL では、国家

開発企画庁（BAPPENAS）を実施機関として制度を整備中である。水資源及び灌漑分野にお

いては次の 4 つの大きな分野にわけ、活動中である。 

① 水資源の開発管理に関する国家的仕組みの改善 

② 流域管理の改善 

③ 水質管理の改善 

④ 灌漑管理政策の改善 

IDTO はジャワ島における灌漑移管事業で水利組合を対象に研修を実施している。 

本プロジェクトのコンポーネントに研修講師の訓練活動を入れ、その講師を世界銀行プロジ

ェクトにおいて活用するという形で本プロジェクトとの連携が期待される。 
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第４章 現地調査の結果 

 
 今回の調査は雨期で用水量が豊富であったため、施設の維持管理が不十分な部分や、水不足の

箇所を十分に調査することはできなかったが、水利組合管理と州管理との境界部付近や小規模灌

漑地区の状況は確認できた。 

 また、水利組合組織についても、ある程度組織化されている組織の調査を行ったが、実態につ

いては詳細に調査する必要がある。 

 

(1) ロンボク島  

  ① 写真 1 及び写真 2 は、州管理と水利組合管理の境界部である。現場は河川と州管理水路が 

流した後に、静水池（減勢水路）から水利組合管理水路に分岐している。静水池には分水ゲ

ートと余水吐があり、水路断面は幅が 30cm 程度である。現場条件は単純であるが、水路管

理など複雑な構造にしているので今後の管理が心配される。 

断面の小さい水路でもゲートを設置しているが、写真 3 のように管理不足によりゲートに

穴が空いて放置されている箇所があった。写真 1 のゲートは 3 次水路の最上流部に位置する

ことから、今後十分な維持管理を行う必要がある。 

写真 4 は県管理と水利組合管理の境界部分である。これより下流は土水路であるが、写真

のように減勢工に土砂が堆積したままの状態であると水路断面が阻害されるほか、下流に土

砂が流出し、末端部までの用水が確保されない恐れがある。 

 

② BATUJAI 池に設置してあるダムでは、網場が陸揚げされていたり、設置状況が不十分で、 

網場の機能を果たしていない状況であった。また、配水管上部を通路にしている状況が見ら

れ、表面の塗装が剥がれ、一部錆びていた。このような状態では施設の耐用年数が低下し、

故障、破損の原因になる。 

 

③ ライニング水路はほとんどが練石積み水路であるが、JURANG SATE 付近では水量が多く、 

流速が早いことから洪水吐水路部のインバート部分が浸食されていた。 

ここでのゲートキーパーは水利組合代表からの連絡を受けて余水吐ゲートの操作をする

ほか州が作成した計画に基づいてゲート操作を行っている。 

 

(2) スラウェシ島 SSIMP Kelara Karalloe 地区 

     受益面積： 7,004 ha 

     組合数  ： 51 

     組合連合： 3 

この地区は小規模灌漑事業（SSIMP）により成功しており、水利組合間の調整（打合せ、

委員会など）、管理方法研修、農民への周知、代表者の選出など特に問題なく行われていた。 

ただし、調査した場所は 3 次水路の上流部に位置し、雨期で十分に用水が確保されていた

が、乾期の末端部の状況については不明であるため、今後、調査する必要がある。現地 NGO

の話では、水利組合組織強化で重要なのは、農民を取りまとめる代表者と営農作物（ローテ

Ⅱ- 17 



ーション作物選定）ということであった。施設の維持管理については水利費の徴収などによ

り、助成金なしでの運営が可能であるという考えを持っているが、実際に可能かどうかは不

明である。 
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第５章 プロジェクト実施の妥当性 

 
５－１ 技術移転の可能性 

  今後、インドネシア国が農業生産力を維持していくうえで、灌漑施設の維持管理は最も重要で

ある。また、維持管理を合理的に行うには用水系統末端の水利組合の強化、さらには政府機関、

州、県、農民への管理技術の移転や関係機関の役割分担の明確化は必須条件である。 

 日本においては農民による水利組合（土地改良区）やその連合体の活動、水利権の確立などの

灌漑事業が長年にわたって実施されていることから、日本の灌漑管理技術や利水者の調整などは

インドネシア国に適用できると考えられる。 

 

５－１－１ 求められる技術 

  ここでは協力にあたっての留意事項を主に水利組合組織化の観点から述べる。 

・ 農家収益を上げるためには、灌漑管理に関する技術に加え、単収の向上、乾期の営農作

物選定、流通など関連プロジェクトとの連携が必要である。このため専門家には農業に

関する知識がある程度は必要である。 

・ 集落、組織を取りまとめるリーダーが必要である。ただし、すべての農民集落にリーダ 

ーシップを発揮する人材が存在するとは考えられないことから、NGO・県などの人材を

使って農民に十分な説明を行い、理解を得ながら農民をまとめる必要がある。その際、

それぞれの土地の習慣を把握し、その土地に合った組織を育成することが重要である。 

・ 小規模水路のゲートは、角落とし程度でも管理手法の取り決めを行えば問題なく利用可

能と考えられる。すなわち、ゲートが破損して修復が困難である場合でも、簡単に製造

可能な角落としで対応するといった手法がある。ただし、この場合角落としの管理につ

いて、水利組合で取り決めを行い、破壊、撤去などを行わないよう徹底する必要がある。 

・ 土水路の法勾配が急で、灌漑期には畦畔の崩壊によって末端へ用水が十分に行きわたら

ない恐れがあるため、土水路の管理状態調査を行い、管理マニュアルなどを作成する必

要がある。 

・ ライニング水路の土砂撤去が必要である。 

・ 他機関との連携が必要だが、対象地域において農業普及員による栽培作物の指導が行わ

れれば、より効果的な協力になる。 

・ 灌漑管理促進・水利組合強化を行うためには、中央政府、州、県、農民にそれぞれ役割 

分担がある。 現状調査を十分に行ったうえで、フォローアップ・プロジェクト、MAT

活動成果、CGSC、IESC 計画で作成したマニュアルを有効活用しながら、各機関、農民

の能力を高める必要がある。 

・ 水理観測システムを導入している箇所があるが、システムが老朽化、破損しており管理 

ができていない。観測システムの新規導入を行い、1 次水路から末端水路までの一貫し 

た管理ができるように管理モデルを作成することが望ましい。 

・ 活用できる施設の台帳、農家台帳を作成する必要がある。また、維持管理に必要な水利 

費を徴収するための体制作りが必要である。 
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５－１－２ 日本の技術 

(1) 土地改良区、土地改良区連合の設立 

      土地改良法第 3 条に規定する資格を有する 15 人以上の者は、その資格に係る土地を含む 

一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業の施行を目的として、都道府県知事の認

可を受け、その地域に土地改良区を設立することができる。 

土地改良区連合は、2 つ以上の土地改良区の協議によって組織される社団法人であり、

各所属土地改良区事業の一部を共同して行うことを目的として設立される。連合を組織す

る各土地改良区は、その目的とする事業を本来みずから施行すべきものであるが、各土地

改良区に共通の事業、例えば幹線水路の工事や管理については、共同してこれを施行する

方が事業を円滑に進めるうえで有利あるいは不可欠であることが多い。このような場合に

は、合併という手段をとることもできるが、合併して単一の広大な土地改良区にすると、

かえってその運用が困難となることがある。各土地改良区の自然的、経済的、歴史的など

の条件を考慮しても直ちに合併することが不合理な場合もある。そのため、各土地改良区

がその事業の一部を共同して行うために連合を組織することが必要とされる。 

このように日本では農民組織の設立や連合体の形成について十分な経験を有している。 

 

(2) 慣行水利権 

日本において灌漑を行う場合、水利権による既得水利使用を無視できない。この水利権 

について体系化された成分法はないが、このうち公的管理の行われている河川の流水を占

用する者は、河川法によって規制と保護を受けている。 

      河川の流水を農業のために利用する慣行が継続してきたなかで、水の占用の事実が社会

的に承認を得ることで水利権が成立してきた。明治 29 年に旧河川法が施行され、河川法適

用河川の流水を占用しようとする者は河川管理者の許可を受ける必要があるとされたが、

従前から慣行的に成立している水利権については、この許可を受けたものとみなされ、既

得権（慣行水利権）として認められた。昭和 39 年に施行された現行の河川法においても、

この水利権の取り扱いは継承されている。 

      土地改良事業を行う場合、従前の用水系統、水利権については十分に調査を行い、事業

がスムーズに進むよう水利権者の間で話し合いがもたれる。しかし、区画整理事業による

換地などで元の用水系統と離れた場所に配分を受けたり、事業の地区外の場合、水利権が

異なるという理由で用水取水口を統一できずに用水路を延々と設置しなければならない場

合もある。水利権については基本的に地元（水利権者）が取り決めを行うものであり、事

業主体（国、県、市町村など）が勝手に変えることができないのが現状である。 

上記のように日本では水利権が確立されたうえで、灌漑事業を実施しており、水配分の

技術や調整に関しては長い経験を有している。 

 

５－２ インドネシア政府の方針との整合性 

 2001 年 12 月に発布された大統領令（77/01 号）では、水利組合が管理している灌漑ネットワー

ク管理に関して、地方政府は必要な支援や施設の提供を行わなければならないと述べられている。

本プロジェクトでは地方政府に直接支援していくことが重要であると確認した。一方、中央政府

においては、灌漑システムの改良、修復を行うことと述べられており、本プロジェクトでは中央
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政府の関与も不可欠であることを確認した。 

さらに、この大統領令では水利権を設定し、公平に水配分を行うことや農業用水が余った場合

の他用途への転用についても触れている。したがって、公平な水配分の実施や適正な農業用水量

の計算のための技術も支援の対象になると考えられる。 

 

５－３ 実施体制の確認 

(1) カウンターパート機関 

   本プロジェクトの実施責任機関となる居住地域インフラ省では、先の灌漑排水技術改善計

画フォローアップのカウンターパート機関であった IESC（Irrigation Engineering Service 

Center）をはじめ、必要な人材を各行政部局から派遣したうえで、組織、機能の拡充を行い、

適切な組織を構成することを考えているとのことであった。IESC は現在技術者が 5 名、その

他職員が 20 数名おり、本プロジェクト立ち上げの準備作業やこれまでの日本の協力により作

成されたマニュアル類の普及を行っている。 

 

(2) その他 

    ブカシ市の灌漑技術センター（日本の無償資金協力により建設され、灌漑排水施工センタ

ー計画で技術協力の対象となった）は現在、第 3 国研修などが実施されており、本プロジェ

クト実施の際にも研修場所として積極的に関与していくことを視野に入れている。また、バ

リ島のスバック水利組合研修所では水利組合の研修を実施しており、東部地域での研修場所

として今後の検討材料とする。 
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第６章 今後整理すべき事項 

 

(1) 本プロジェクトの役割 

インドネシア国においては、世界銀行などの援助機関により数多くの灌漑施設の水利組合へ

の移管事業が行われており、本プロジェクトが灌漑管理移管政策においてどのような役割を果

たすのかを明確にする必要がある。 

   本プロジェクトの実施にあたっては、他事業での状況を調査し、日本の経験を踏まえて、イ

ンドネシアに適した方法を検討していくことになる。まず、本プロジェクトの役割として、イ

ンドネシアで現在実施されている各種事業での水管理や水利組合強化などについての具体的・

詳細な情報の取りまとめが挙げられる。また、モデル地区で得られた成果を基に他の水利組合、

他州の地方政府技術者などへ研修により普及していくことも考えられ、全国的な技術の普及・

訓練システムを構築する役割を担うことも想定される。 

 

(2) 実施体制 

上記の役割を果たすためには、体制の整備が必要である。他事業の結果を改良するには、関

係者との密接な連携をとること、関係者同士の連絡会の設置やそれを実質的な会議にするため

の方策を検討することが必要である。 

カウンターパート機関は、関係各部局から適切な人材輩出で構成されるとしているが、活動

成果はプロジェクトに参加した人物が元の職場にもどり、日常業務に反映されることになって

いる。 

より有効にプロジェクトの効果を発現するには、プロジェクト期間中は成果を発表したり、

形にする委員会などを設置し、プロジェクト成果を明らかにする仕組みが必要である。 

2002 年 12 月の大統領令により、灌漑管理の主たる責任者は地方政府であるとされたが、そ

の具体的な事項については示されておらず、国・州・県の間で混乱が生じている。本プロジェ

クトの中で役割分担について整理することになると思われるが、少なくとも国の役割について

はプロジェクト実施前に把握する必要がある。先に述べた研修システムの構築といったことを

めざすのであれば、国は地方政府技術者を養成する役割を担うことになる。 

 

(3) プロジェクトの対象 

本プロジェクトの基本的な協力内容は、灌漑施設を農民に移管するための水田における灌漑

用水管理体制・灌漑水管理方法の改善、農民による灌漑用水管理の確立、水資源の有効利用、

灌漑施設改善計画の最適化など水管理改善を目的とする技術支援である。これに加え、水利組

合強化のためにスプリンクラーなどによる畑地灌漑が必要との意見も出された。 

今後、協力内容を具体化していく上で、何が最も必要とされ、また、何を最も重要視するの

かについて、整理する必要がある。 

 

(4) モデル地区の選定 

インドネシア国の要請は当初の 250 地区から 50 地区と減っているものの、技術移転する内容

を考慮すると過大な地区数と考えられる。今後、活動内容が絞り込まれ、対象地域を限定する
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にあたって、モデル性を有した地区を選定するために何を基準とするかがポイントとなる。イ

ンドネシア側からは地域性、水利組合の発展度、他事業との関わりのない地区など基準が示さ

れた。 
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第７章 提言 

 
(1) 調査から想定されるプロジェクトのフレームワーク 

① モデル地区 

各モデル地区は WATSAL 施策に基づき、インドネシア側の提案どおり、1 次水路から末端 

までの配水システムとする。 

プロジェクトの活動内容は今後の調査結果を待たなければならないが、さまざまな意識の 

調整を含む水管理という一朝一夕には解決しない問題に取り組むためにインドネシア側提案

の 50 地区という地区数を減らし、重点モデル地区を数地区設定したうえで、重点的に問題解

決に取り組む。 

波及効果も必要であるため重点的な地区での経験を踏まえ、過去のプロジェクトで用いられ 

た MAT（Moving Advisory Team）活動の手法を用いて他のモデル地区で適用を図る。 

重点モデル地区、モデル地区数は今後の調査を踏まえた活動内容により、5 年で達成可能な 

数としていく。 

インドネシア側から他の事業と関わりのない地区での実施を提案されたが、施設の改修が伴 

う場合、資金、資材などが必要となってくるため、JBIC が実施している DDIMP と連携をとる 

ことが必要であり、事業地区を重ねることを検討している。 

 

② 実施体制 

地方分権を考慮し、主体となるカウンターパートは重点モデル地区のある州、県の技術者と 

する。しかし、全体への普及、制度への反映などを視野に入れると、技術的支援は国が実施し 

ていくことから国の灌漑管理の関係者も必ずカウンターパートとする。その際国、州、県のカ 

ウンターパートの役割を明確にしておくことが必要である。国のカウンターパートは重点モデ 

ル地区での経験を踏まえた、他州への広報活動、MAT 活動の実施、制度への反映、州のカウ 

ンターパートは重点モデル地区における実際の活動、州内他地区への普及活動、県のカウンタ 

ーパートは重点モデル地区における実際の活動という役割分担となる。 

国からの支援のもと、これら州、県で将来、カウンターパートを講師として研修機関へ派遣 

すること、重点モデル地区での研修員の受入れが可能になることが望ましい。 

こうしたことから、国のカウンターパートとなる居住地域インフラ省（KINPRASWILL）は、 

WATSAL 施策の実施機関である BAPPENAS と十分調整を図り、プロジェクトの成果が十分反 

映されるような仕組みを整備する重要な役割を担うこととなる。 

 

③ 活動内容 

現時点で想定し得る活動内容としては、水管理を適正に行うための土地や施設など各種台帳 

の整備、適正な水利用管理規則の制定、農民組織の規定の整備、適正な施設管理手法の整備、  

国・州・県・水利組合の役割分担などの仕組みを整備することである。 

リーダー、調整員以外の専門家としては広域水管理、末端水管理、農民組織の 3 名は必須と 

考える。 
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④ 営農 

水利組合強化は水管理改善だけでなく、農家の所得向上も求められる。本プロジェクトの範 

疇では営農面も含めた協力は専門家の投入にかぎりがあり、困難であることから、営農面につ 

いては青年海外協力隊、農業普及プロジェクトなど他協力機関との連携が想定される。 

 

(2) モデル地区の選定 

   モデル地区の選定は下記調査項目とインドネシア側からの条件を考慮しながら行うものとす

る。モデル地区の選定条件は対象面積を 3,000ha とするが、1,000～5,000ha の範囲内で、用水路

などの灌漑施設の改修が見込まれているか、関連事業で設置が完了している地区とする。 

 

調査項目（案）   

項  目 内  容 備   考 

1. 地区の状況   

1-1 位置 ・モデル地区が灌漑地区のどこに位置 

するか、幹線水路（2次水路）からの

距離を各水利組織ごとに算出する。 

・幹線水路に対して、上流・中流・下流

及び取水上の条件が分かるようにする。

   

1-2 気象条件 ・各地区の気象状況の調査を行う。 ・気温、降水量データの収集を行う 

（過去10年間） 

   

1-3 現況水路条件 ・各水利組織単位で取水部の水路断面 

及び取水施設などの規格の調査を行 

う。また主な施設の破損状況を調査 

する。 

・水路断面、取水施設規模により、維持

管理のための作業内容が異なるので十

分に把握する必要がある。 

 ・田越し灌漑あるいは3次以降の4次、 

5次水路がどのくらい存在するかを 

調査する。 

・水路密度により、維持管理のための作

業内容が異なるので十分に把握する必

要がある。（水利系統図作成） 

   

1-4 水源条件 ・水源状況を調査する。 ・ダム、ため池、地下水、渓流取水、天

水など 

   

1-5 選定地区の諸元 ・地区面積、農家数、水利組合数 1戸 

当たりの所有面積、関連プロジェク 

ト等の調査を行う。 

・各地区の基本的な諸元及び関連するプ

 ロジェクト 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ⅱ- 25 



項目 内  容 備   考 

2. 営農状況   

2-1 作物生産 ・単位面積当たりの収量及び収入を調 

査する。（米及び畑作） 

・過去5年間程度のデータを収集する 

   

2-2 所得状況 ・農業及び農外収入、収支を調査する。

 

・調査地区内の各水利組合の所得状況を

調査する。 

   

2-3 将来作付け計画 ・農民が新規作目の導入計画を持って 

いるかどうか調査する。 

・具体的にどのような作目、生産計画を

持っているか調査する。 

   

3. 小作の形態 ・小作数及び小作料を調査する。  

   

4. 水利組合の活動状況   

4-1 組織 ・各地区の組合の組織図を作成する。  

   

4-2 水利費 ・水利費の徴収額及び徴収率を調査す 

る。 

・水利費は、水利組合で管理されるもの

か、地方政府で管理されるものか詳細

に調査を行う。 

   

4-3 活動計画 ・具体的な活動計画を作成する。 ・組合委員会、役員会、親睦会、セレモ

ニーなどの活動を調査する。また、役

員の選出方法の調査を行う。 

  ・役員、ゲートキーパーに報酬を払って

いるか調査する。払っている場合は金

額も調査する。 

   

4-4 営農計画 ・営農カレンダーの有無を調査する。 

・ローテイション灌漑計画を調査する。

・パラウィジャなどの作目を具体的に調

査する。 

   

4-5 水利組合に対する研修 ・県、州が水利組合及び受益者に対し 

て行う研修の実施状況を調査する。 

・具体的な研修内容と受益者への周知、

理解度を調査する。 

 ・研修回数及び人数（延べ人数及び月 

あたりの回数）を調査する。 

・研修の回数及び対象とする人数を調査

する。研修の種類や1回当たりの研修 

への参加人数を調を調査する。 

 ・水利組合に関わるNGOの有無及び活

動内容を調査する。 

・具体的な活動内容を調査する。 

 ・年間活動予算（収入、支出）を調査 

する。 

・項目をあげて具体的に取りまとめる。
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項目 内  容 備   考 

5. 水利組合連合の活動 

状況 

  

5-1 水利組合連合 ・連合の有無を調査する。  

   

5-2 水利組合間の調整 ・水利組合間での連絡調整会議などの 

頻度を調査する。 

・具体的に事例をあげて会議の内容を説

 明する。 

   

5-3 県、州との連絡体制 ・県、州との会議の頻度及び内容を調 

査する。 

・どのような内容の打ち合わせを行った

か具体的に記述する。 

   

5-4 NGOの活動 ・水利組合連合に関わるNGOの有無及

び活動内容を調査する。 

・具体的な活動内容を調査する。 

   

5-5 水利組合連合として 

の活動 

・研修回数及び人数（延べ人数及び月 

あたりの回数）を調査する。 

・研修の回数及び対象とする人数を調査

する。研修の種類や1回当たりの研修 

への参加人数を調査する。 

   

5-6 活動予算 ・年間活動予算（収入、支出）を算出 

する。 

・項目をあげて具体的に取りまとめる。

   

6. 州、県の活動状況   

6-1 技術者数 ・移管に関係する技術者数を把握／調 

査する。 

・灌漑施設管理業務を行っている技術者

数を調査する。 

   

6-2 研修の状況 ・研修の実施状況を調査する。 

（具体的な研修方法、内容、人数） 

・水利組合に対する研修及び州、県の技

術者への研修の実施状況を詳細に調査

する。（研修後に成果があるか） 

   

6-3 予算 ・灌漑管理に関する年間活動予算 

（収入、支出）を算出する。 

・予算の流れを把握する。詳細な内訳と

流れを図化する。 

 ・灌漑管理に関する対応責任者を把握 ・氏名、立場（肩書き）を調査する。 

  する。  

   

7. モデル地区の選定 ・上記の調査項目を比較してモデル地 

区として可能性のある地区を選定 

する。 

・図面及び比較項目をあげてモデル地区

 として選定可能性のある地区を選定す

る。 
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項目 内  容 備   考 

 

7-1 モデル地区の選定 

  

7-2 点検・調査取りまとめ ・調査結果の取りまとめを行う。 ・業務内容の要約を作成する。 

  ・詳細内容の取りまとめを行う。 

  ・業務に使用した詳細なデータなどは別

添資料として取りまとめる。 
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第８章 ワークショップ結果ほか 

 
８－１ ワークショップの開催 

 水利組合による灌漑管理の現状、課題及び必要な対応を把握するため、以下の 2 種類のワーク

ショップを開催した。 

(1) 水利組合 PCM ワークショップ（マカッサル） 

(2) 中央政府関係者ワークショップ（ジャカルタ） 

 

 上記のうち、(1)は水利組合員を中心とするものであり、農民からの意見を直接聴取し、その実

態を把握することを目的とした。(2)は灌漑管理を所管する居住・地域インフラ省水資源局を中心

とした関連機関の参加により、想定されるプロジェクトの枠組みを明確にすることを目的とした。 

上記 2 つのワークショップに加え、南スラウェシ州の水利組合の強化に関わっている 2 つの組

織に対してインタビュー調査を実施した。 

ワークショップ及びインタビュー調査の内容を以下に述べる。 

 

８－１－１ 水利組合ワークショップ 

(1) ワークショップの概要 

南スラウェシ州ジェネポント県の水利組合（P3A）の組合長を中心に、州及び県政府の

関係機関の参加者を加えて、総勢 30 名程度のワークショップを南スラウェシ州の州都マカ

ッサルにて開催した。ワークショップの概要は以下のとおりである。 

    1) 開催日時：2002 年 2 月 19 日 9:00～17：00 

    2) 参加者：水利組合長：18 名、南スラウェシ州政府（Dinas PSDA）：2 名、ジェネポント

県政府（Dinas PU 及び Dinas Pertanian）：4 名、NGO（LEPPSEM）：3 名、他県からのオブ

ザーバー（バル県）：1 名、日本側調査団（モデレーター）：1 名 

    3) プログラム概要 

ワークショップは参加者を 2 つのグループに分けて行われた。また、その内容は「問題

分析」と「目的分析」の 2 つのグループワークを中心に構成された。各グループワークは、

参加者の PCM ワークショップに関する理解度を考慮し、内容の厳密さを問うよりも、で

きるだけ多くの率直な意見を引き出すことに重点をおかれた。また、各グループワークの

終了後、全体ディスカッションを通して参加者の意見を明確にするよう試みた。ワークシ

ョップの手順は以下のとおりである。 

ステッ

プ 

内容 

1 モデレーターによるワークショップの目的・手順・注意事項の説明 

2 グループワーク（1）：問題分析 

3 グループプレゼンテーション及びディスカッション 
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4 グループワーク（2）：目的分析 

5 グループプレゼンテーション及びディスカッション 

6 ワークショップ総括 

 

(2) ワークショップの結果（添付資料 1、2、3、4 参照） 

ワークショップ全体を通じて、参加した農民が灌漑管理を適切に行うことで公平かつ適

切な水配分を実現することの重要性を強く認識していることが確認された。特に参加者か

らは、資機材や資金の確保に加えて以下の 2 点の重要性が強調された。 

1) 水利組合の活動に対する行政の積極的な関与・支援及び組合と行政の協力関係強化 

の必要性 

2) 農民の収入向上のための農業経営近代化の必要性 

また、上記 2）に関連して、参加者の多くは農業経営の近代化・強化のために、水利組

合の機能として灌漑管理のみならず、農業協同組合としての機能を持たせることの必要性

を指摘した。問題分析の主要な結果は以下のとおりである。 

（第１グループ） 

中心問題 灌漑管理が水利組合によって適切に実施されていない 

水利組合の人材の能力が低い 

水路ネットワークが充実していない 

村落行政と水利組合の関係が希薄 

直接原因 

水利組合の設備が整っていない 

水利組合の役割が十分農民に認知されていない 

水の奪い合いが起こっている 

直接結果 

多くの畑が利用されていない 

 

（第 2 グループ） 

中心問題 水の供給が不十分である 

ダムがない 

灌漑管理が水利組合によって適切に実施されていない 

直接原因 

水路が十分に整備されていない 

十分な水が畑に供給されない 

作付け時期が一定しない 

直接結果 

水利組合の機能が十分に発揮されない 

 

８－１－２ 中央政府関係者ワークショップ 

(1) ワークショップの概要 

居住・地域インフラ省の関係者を中心にインドネシア政府から 9 名、日本側調査団 5 名

が参加し、ワークショップ形式で想定されるプロジェクトの枠組みに関するディスカッシ

ョンを行った。概要は以下のとおりである。 

Ⅱ- 30 



 1) 開催日時：2002 年 2 月 21 日 8：45～12：00 

     2) 参加者：居住・地域インフラ省：8 名（内 1 名コ・ファシリテーター）、海外援助ユニッ

ト：1 名、日本側調査団：5 名（内 1 名ファシリテーター） 

     3) プログラム概要 

ディスカッションに先立ち、居住・地域インフラ省の代表者から近年の灌漑管理状況の

変化を考慮した、想定されるプロジェクトの枠組みに関するプレゼンテーションが行われ

た。プレゼンテーションには、1）問題分析結果、2）目的分析結果、3）想定されるアプ

ローチ、4）プロジェクトの目的、5）ワークスコープの 5 つが含まれる（添付資料 5 参照）。

このプレゼンテーションに基づき、プロジェクトの枠組みを明確化するようディスカッシ

ョンが行われた。実施手順は以下のとおりである。 

1 居住・地域インフラ省水資源局副局長によるオープニングスピーチ 

2 ファシリテーターによりワークショップの主旨説明 

3 居住・地域インフラ省代表者によるプレゼンテーション 

4 ディスカッション 

5 日本側調査団代表者によるクロージングスピーチ 

 

(2) 会議結果 

1) 問題分析及びプロジェクト目的について 

問題分析の範囲がやや限定的との指摘とともに、特に自立発展性とコミュニティ組織 

の積極的な活用に関して十分に考慮すべきとの意見が出された。一方でターゲットグルー

プに関しては、以下の 2 つまたは両方を含めるべきなど、依然として多様な意見が居住・

地域インフラ省内部にあることが明らかとなった。 

 

 (i) 水田を中心とした既存灌漑エリアの農民 

(ii) 灌漑施設を有しない主として高地農業エリアの農民 

 

    2) ワークスコープについて 

上記(ii)に関連して、高地農業の振興に関る新たなワークスコープの提案が参加者よりあ

った。また、農民の収入向上をめざす政策として、インドネシア政府は国家開発計画

（PROPENAS 2000-2004）の中でアグリビジネス開発プログラム（村落における就業・事

業機 会を拡大し、地域経済の開発、経済成長の向上に貢献する 1 次産品を生産できる農

業関連産業の開発）を掲げており、その観点からのワークスコープの提案もあった。この

ような議論の展開により、本会議は想定されるプロジェクトの枠組みを絞り込んでいくよ

うなところまでは至らなかった。 

 

８－２ 南スラウェシ州インタビュー調査 

(1) インタビュー調査の概要 

南スラウェシ州、特にジェネポント県の水利組合（P3A）の現状、さらに水利組合強化の
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ための課題などに関して、以下の 2 つの組織に対してインタビュー調査を実施した。 

  1) 州水資源局灌漑プロジェクト室（Projek Irigasi Sulawesi Selatan, Dinas PSDA） 

この組織は、南スラウェシ州の灌漑管理に責任をもつ。地方分権化以前は、中央政府の出 

先機関であったが、現在は州水資源局に対して責任を負っている。（インタビュー実施日： 

2002 年 2 月 18 日） 

   2) LEPPSEM（NGO） 

南スラウェシ州においてジェネポント県を含む 3 つの地域で水利組合組織強化プロジェク

トに参加している NGO。（インタビュー実施日：2002 年 2 月 17 日） 

 

(2) インタビュー結果 

1) 水利組合の組織構造について 

州水資源局灌漑プロジェクト室によると、現在のところ水利組合の組織構造は、1 次、2

次、3 次の各水路レベルに従って水利組合（P3A）及び水利組合連合(GP3A)を組織化するこ

とになっている。南スラウェシ州の場合は、3 次水路の管理組織である水利組合と 2 次水路

レベルに相当する水利組合連合が組織化されてきている。1 次水路レベル(Induk P3A)の組織

化は未着手である。 

LEPPSEM によるとジェネポント県ケララ地区の場合、水利組合（P3A）の組織構造は以

下のようになっている。 

 

 Primary Canal INDUK P3A (Not yet organized)

Secondary Canal GP3A GP3A GP3A

Tertiary Canal P3A x 9 P3A x 23 P3A x 10 

Average number of farmers in each P3A: 100
Area covered by each P3A: 60 - 200 ha

P3A
P3A

P3A
P3A

 

 

 

 

 

 

 

 

現在までに組織化されている水利組合及び水利組合連合はともに以下のような運営組織

となっている。 

(1) 組合長：1 名 

(2) 副組合長：1 名 

(3) 秘書：1 名 

(4) 会計：1 名 

(5) 担当：4 名（保守管理、水利費、農業、組合運営） 

また、水利組合は通常いくつかのブロックに分かれており、組合長の下にブロックがいる。 
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2) 水利組合の現状について（ジェネポント県ケララ地区の場合） 

LEPPSEM によると、同地区では 1997 年から水利組合の組織化が開始され、現在では地区

内の全ての農民が組合員となっている。また、3 次水路の保守管理は組合員（農民）の間で

分担しながら実施されている。一方で、1 次、2 次水路の保守管理は県政府により実施され

ている。 

灌漑施設の保守管理に係わる農民の資金負担は、現在の法的な枠組みによると 1）「水利

費」と「水利組合運営負担金」の 2 種類があり、後者に関してはおおむね集金されている。

水利費に関しては 50%かそれ以下の集金率である。水利費は基本的に 1 次及び 2 次水路の保

守管理を目的としているが、現在は県政府予算に組み入れられており、現行の法的枠組みで

は集められた水利費の使途が灌漑管理に限定されないため農民の納入動機を減退している。

当該地区の現在の負担金額は以下のとおり定められている。 

1) 水利組合運営負担金  ：1 万ルピア/ha・半年 

2) 水利費       ：5 万ルピア/ ha・半年 

当該地区の農民の収入は、概ね 20 万から 50 万ルピア程度であり、特に水利費は大きな負

担となっている。 

3) 地方行政組織について 

州水資源局灌漑プロジェクト室によると、現在同質の下に灌漑管理に関する研修施設が 

州に 4 カ所あり、平均 10 人治江戸の指導員がいる。これらの施設は、県の指導員や水利組 

合員の研修に利用されているが、利用状況は必ずしも活発でない。また、県の農業局の下に 

は、郡レベル、村落レベルそれぞれに灌漑管理を含む農業技術の普及センターがある。 

しかし、ジェネポント県の場合、これらの技術指導の機能は NGO が担っており、行政 

    による技術普及はほとんど行われていない。 

 

   4) 水利組合の強化に係わる課題について 

南スラウェシ州及びジェネポント県ケララ地区の現状から、農民あるいは灌漑施設の維持

管理に関る課題として以下の点が指摘された。 

○ 水利組合のみならず、県政府においても組合組織の運営、灌漑施設の維持・管理の技術

をもつ人材が非常に不足している。 

○ 灌漑管理に関する行政と水利組合の役割分担を今後どのように図っていくかについて、

依然具体的な方針が定まっておらず、そのためのノウハウの蓄積もない。 

○ ジェネポント県では水源の不足も大きな問題であり、乾期には恒常的に水不足が発生し

ている。 

○ 農民が灌漑施設の適切な維持・管理に要する費用を負担するためには、収入の向上が不

可欠であり、農業技術の向上など農業の近代化を図る必要がある。 

○ 県全体の灌漑管理の方針を定めるために、県知事（Bupati）の下に PIK という委員会が

設置されているが、現在までのところ実際には機能していない。このような委員会組織
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によって県全体として適切な政策方針が策定されることが望まれる。 

○ 当該地区には、農民組織として、村落協同組合、協同組合省の管轄（KUD）、インド 

ネシアの伝統的な農民グループ（Kelompok Tani）、農民組合（Koperasi Tani）の 3 種 

類の組織体があり、それぞれ適切な機能分担を図っていくことが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

付 属 資 料 

 

 

1．ミニッツ  

2．大統領令 77/01 号（仮英訳）  
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第１章 要請の背景、内容 

 

１－１ 要請の背景  

インドネシアは 1984 年に米の自給を達成したが、灌漑施設の維持管理のために政府が担ってき

た財政負担の軽減をめざすべく、1987 年に灌漑システムの運営と維持管理について国の政策を決

定した。これは 500ha 未満の灌漑システムにおいて必要な施設改修を済ませた後、受益者から徴収

した水利費を財源に維持管理を水利組合に移管する政策であった。 

その後、1997 年後半からの経済危機、1998 年の政権交代の影響などもあり、維持管理がなされ

ず灌漑施設の荒廃も進み、農業生産の低減に拍車をかけている。こうした状況のなかで、1999 年

4 月に灌漑管理政策の刷新に関する全国ワークショップが開催され、積極的な農民参加のための灌

漑管理制度の再構築、政府の技術的、財政的な支援のもと、灌漑用水管理の水利組織への移管は

段階的に、また選択的、民主的に行うことが決定され、1 システム 1 管理の原則の下、1 次水路及

び 2 次水路については水利組合連合により管理（ただし、大規模のものについては、政府との共

同管理）を行うことなどの方針が大統領令により打ち出された。 

しかし、現状の大部分の水利組合は、結成にあたって農民の意向が十分に反映されておらず、水

も十分に配分されないことから、積極的な活動を行うインセンティブを欠き、十分に機能してい

ない。また、水管理や施設の維持管理に関して技術的に未熟で、必要な管理を行うことができな

い状況にある。地方政府は、灌漑移管政策により水利組合を支援することが政策的に位置づけら

れているが、技術力を有する人材の不足や、制度の未整備から具体的な活動は行われていない。

今後、水利組合連合の結成などに関して地方政府の水利組合に対する積極的な関与が求められる

ことから、これに対応できるよう地方政府技術者の能力の開発が求められている。 

このような背景のもと、インドネシア政府より地方レベルの行政機関所属技術者及びモデル地

区の農民に対し、水管理・灌漑施設管理技術等の巡回指導を中心とした水利組合の強化のための

技術協力の要請がなされた。 

 

１－２ 要請の内容 

灌漑用水管理体制・灌漑水管理方法の改善、農民による灌漑用水管理の確立、水資源の有効利

用、灌漑施設改善計画の最適化を 5 州各 10 地区、計 50 地区の水利組合への巡回指導、中央での

研修により技術移転を行う。長期専門家 6 名（リーダー、圃場水管理、広域水管理、灌漑管理施

設、農民組織、調整員を派遣する）。 
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第２章 これまでの経緯 

 
２－１ 第１次短期調査結果 

プロジェクトの実施体制、位置づけの確認、要請内容が幅広いことからプロジェクトの対象の

絞り込みなどを目的として、2002 年 2 月に第 1 次短期調査団を派遣したが、プロジェクトを実施

するために十分な情報が得られなかったため、以下の 4 点について整理して、日本側に報告する

ことを要請した。 

・プロジェクト目標、内容の絞り込み 

・本プロジェクトの役割の明確化 

・モデル地区の選定根拠 

・実施体制の明確化 

 

２－２ 第１次短期調査以降の整理 

前述した 4 項目について 2002 年 5 月にインドネシア側からの回答を得た。その後、補足的な事

項を確認するためインドネシア側との数度のやりとり、また、現地の個別専門家からの情報収集を

経て、プロジェクトの目標、役割、実施体制についての概要が明らかになった。 

しかし、要請の協力内容については、巡回指導で行うべき技術が確立されていないこと、対象と

する地区数（50 地区）が過大であることから、適正な投入規模でのプロジェクトの活動内容につ

いてさらに整理する必要がある。また、プロジェクトの実施にあたっては、実施体制（プロジェク

トのカウンターパート）についてより詳細な情報を収集する必要がある。このため、今次調査団を

派遣し、これらの情報収集及びインドネシア側との協議を行った。 
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第３章 調査の概要 

 

３－１ 調査の目的 

(1) プロジェクトの実施体制（上位計画との整合性、制度的な位置づけ、組織、予算、人員配

置等）を確認する。 

(2) プロジェクトの概要（目標、成果、活動、外部条件等）を協議する。 

(3) (1)及び(2)の結果に基づきプロジェクト実施の妥当性を確認する。 
 
３－２ 団員構成 

担当分野 氏名 所属先 

総括 森田 隆博 JICA 農業開発協力部農業技術協力課 

水管理 岩屋 照美 農林水産省農村復興局設計課海外土地改良技術室 

協力計画 篠原 辰明 JICA 農業開発協力部農業技術協力課 

灌漑管理政策/灌漑 大里 安 太陽コンサルタンツ（株） 

水利組織 佐藤 総成 太陽コンサルタンツ（株） 

営農 佐古 眞三東 太陽コンサルタンツ（株） 

 

３－３ 主要面談者リスト 

インドネシア側 

居住・地域インフラ省 

Roestam Sjarief 

  M. Amron. Msc 

  Adi Sarwoko 

  Moh. Hasan 

南スラウェシ州 

  水資源管理局 

 農業局 

  ゴワ、タカラール県担当者 

 水利組合連合長 

西ヌサティンガラ州 

  水資源管理局 

 農業局 

 中央ロンボク県担当者 

 

水資源総局長 

水資源総局次長 

水資源管理局長 

技術指導局長 
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  日本側 

日本大使館 

 作田 竜一 

 及川 仁 

JBIC 

 福山 公博 

 佐藤 周一（日本工営） 

 鈴木 隆文（日本技研） 

JICA インドネシア事務所 

 神田 道男 

 神谷 まち子 

居住・地域インフラ省 

 江上 博司 

農業省 

 臼杵 宣春 

青年海外協力隊 

 田中 洋子 

 

一等書記官 

一等書記官 

 

所長 

小規模灌漑管理事業(SSIMP3) チームリーダー 

ビリビリ灌漑事業 チームリーダー 

 

所長 

所員 

 

JICA 専門家 

 

JICA 専門家 

 

隊員 

   

他の協力機関 

FAO 

 今井 伸 

  Kone Overkamp 

世界銀行 

  Guy Alaerts 

アジア開発銀行 

  小林 義治 

オランダ大使館 

 Jaco Mebius 

 

 

Regional SPFS Coordinator 

Associate Professional Officer 

 

Water Resources Specialist 

 

Senior Project Implementation Specialist 

 

一等書記官 
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第４章 調査結果 

 

４－１ プロジェクトの目的と内容 

(1) プロジェクトの位置づけ 

1) これまでの協力との関連 

 前回の調査段階でのプロジェクトの内容は、IESC（灌漑技術センター）が実施機関として

全国 50 地区の水管理・灌漑施設管理技術等の巡回指導を行うとされていたが、今回の調査

で本件技術協力の位置づけを以下のとおり確認した。 

 

    ① 本件は、2001 年に実施された開発調査「水利組合移管促進計画調査」で提案されたア

クションプランを実施に移すための技術協力との位置づけであること。 

② 開発調査ではアクションプランに従って灌漑地区でのパイロット事業を実施すること

を提言しているが、本件はその提言に沿ってモデルサイト 1 地区において水利組合育

成強化のためのモデルの展示活動を通じ、人材育成、各種マニュアル等の整備を行う

ことを想定していること。 

③ したがって、本件プロジェクトは IESC による巡回指導ではなく、地方政府職員がモデ

ル地区の活動を行い、その成果を中央政府が取りまとめ、全国へ普及するための活動

を行う枠組みとなること。 

④ さらに中央政府では、水資源総局長のもと水利組合の制度関連事項に関しては水資源

総局水資源管理局、水利組合に対する技術的指導事項に関しては技術指導局がカウン

ターパートとなること。（ミニッツにおいては開発調査のカウンターパートであった水

資源管理局をメインとしている。） 

 

以上のことを要約すれば次の 2 点に整理される。 

・本件技術協力は開発調査の結果を踏まえて実施される。 

・中央政府の関与を確保しつつ、協力の拠点は地方に置くこととする。 

 

   2) 灌漑管理移管政策の動向と本件との関連 

インドネシアにおける灌漑施設の水利組合への管理移管は 1987 年の大統領令（Government 

Regulation）により 500ha 未満の灌漑施設を対象として開始されたが、最近の動向として以下

の大統領令、省令(Ministry Decree)が制定されている。 

 

① 大統領令 NO.77/2001 年  

・灌漑施設の運営・維持管理の権限を水利組合(WUA)に移管 

・州が管理していた灌漑施設を県の管理下に移管 

・県に灌漑委員会（Irrigation Committee）を設置  

② 居住インフラ省令 NO.529/2001 年 

灌漑施設の運営・維持管理の権限を WUA に移管するためのガイドラインを策定 
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③ 内務省令 NO.50/2001 年  

WUA 強化のためのガイドラインを策定 

 

大統領令 NO.77/2001 年で提唱されている灌漑委員会について、組織の具体的な運用を明 

確にするため、財務省、内務省及び居住インフラ省で共同規則（Joint Decree）を制定する 

ことを検討中であり、2003 年 4 月の成立が見込まれている。これによると、灌漑委員会は 

政府職員、大学、NGO から構成され、灌漑施設維持管理に係る水利組織からの予算申請の 

事前審査を行うこととされている。 

また、世界銀行は水部門調整融資（WATSAL）により以下の 4 分野についての政策・制度 

見直しに関する支援を実施中である。 

 

① 持続可能な水資源の効率的な開発及び管理 

② 河川流域管理 

③ 水質管理 

④ 灌漑施設の効率改善（水利組合の設立、施設管理の移管、会計制度の見直し） 

 

WATSAL は 2003 年 6 月に協力が終了する予定であるが、現在見直しを検討している水に 

関する法律（Water Law）が協力期間内に完成しないことが想定されているため、オランダ 

政府が WATSAL の延長に関し支援を行うことを検討中である。 

水資源総局での協議の結果、先方は政策の枠組みについてはある程度順調に進んでいるも 

のの、その政策を実行に移すことが課題であるとの認識を有していることが明らかとなった。 

本件技術協力は、上記施策を実施に移すための中央政府及び地方政府の能力強化に貢献する 

もので、先方の施策と整合性が確保されている。 

また、WATSAL に関しては、本件活動の一部として水利組合連合に対する水管理の助言指

導及び必要に応じ組織制度に関する改善点の検討を想定していることから、WATSAL で検討

された政策の枠組みを実施するための技術協力と位置づけられ、本件は WATSAL の方針に

も合致している。 

 

(2) プロジェクトの目的と内容 

1) 基本的考え方   

本件技術協力は、「モデルエリアにおいて水利組合育成強化のための取り組みをカウンタ

ーパートが主体となって実施し、水利組合育成強化のための組織面・技術面それぞれの改善

点とその実践のための方法論を整理・確立すること」を基本的な協力の方向性とすることが

適当であると考えられる。ここでいうカウンターパートとは、県、州及び国の政府職員であ

るが、モデルエリアにおいて直接農民に対し働きかけを行うのは県職員であり、州政府職員

は州全体の企画・総合調整、国の職員は全国規模の企画・総合調整を行うこととなる。 

専門家の現場での業務は、現場での主体となる県のカウンターパートの活動を支援する形

となるが、現場での活動の成果が州レベル、国レベルに波及していくことに貢献するために、

現場での活動に州、国の職員を関与させ、机上の計画立案手法を実際の現場に適用可能なも

のに改善することを検討する。国及び州の活動は、セミナーや研修を中心とした人材育成及
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び普及への取り組みとなるものと想定される。 

実際の現場での活動においては、水利組合の育成に関する組織的な側面と水管理の技術的

な側面が車の両輪となって強化されていく視点が必要であり、当該地区が抱える問題点によ

っては組織的な側面と技術的な側面支援の比重が異なってくるものと想定される。 

また、本件協力を通じて現場で得られる成果は、どの地域の水利組合においても共通に適

用できるものと、地域の特殊性によるものに分類が可能である。成果の一部はどの水利組合

にも共通のものとなると思われるが、普遍性を持つ技術の確立のためには数多くの事例を経

験するなかでそれらを帰納的に取りまとめることが必要となることから、本件で得られる成

果はある程度限られたモデルへの適用可能性を持つものと想定される。したがって本件協力

では、当初から全国に適用可能なガイドラインを策定することをめざすのではなく、現場で

の活動を通じて水利組合強化の優良モデルの確立、水利組合育成強化の事例、マニュアルや

モデルテキストの作成及び人材の育成などが主たる成果となるものと思われる。 

 

  2) 主な活動内容 

     現時点で想定される活動内容として次のようなものが考えられる。 

    ① モデル地域での水管理の向上 

    ② 人材の育成 

ア．水利組合レベル 

・水利組合員の協力意識の向上（本件協力において 3 次、4 次水路の計画、施工、

運営維持管理を住民参加により実施することを想定） 

・農民参加による水管理技術、施設維持管理技術の向上 

・水利組合員の協力意識の向上（本件協力において 3 次、4 次水路の計画、施工、

運営維持管理を住民参加により実施することを想定） 

・農民参加による水管理技術、施設維持管理技術の向上 

イ． 県レベル 

・水利組合に対する、組織強化、水管理技術指導の支援、指導力向上 

ウ．州レベル 

・県政府への管理指導能力、モニタリング機能の向上 

エ．国レベル 

       ・水利組合強化にかかる政策施行、計画立案能力の向上 

③ マニュアル、モデルテキストの策定 

 

3) 協力の要約（Narrative Summary）案 

 

上位目標 

インドネシアのいくつかの地域の灌漑施設が水利組合により適切に運営され、維持管理

される。 
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プロジェクト目標 

モデル地区において、中央政府及び地方政府による指導のもと水利組合が育成強化され灌

漑施設が適正に運営・維持管理される。 

 

成果 

1. 水利組合活動強化に関する手法が確立される。 

2. 水利組合が適正な水管理、施設の維持管理を行っていくためのモデルが提示される。

 

活動 

1. 現状調査 

2. 組合組織の強化 

2-1 水利組合、水利組合連合会運営の助言指導 

2-2 水利組合活動方針と規則の見直しの助言指導 

2-3 経理と財政管理の改善 

3．水管理 

3-1 現地に適した配水システムの確立 

3-2 灌漑施設操作方法の確立 

4.  施設維持管理 

4-1 施設維持管理・改修の助言指導 

4-2 末端水路整備方法の確立 

5.  営農 

5-1 作付け計画策定支援 

5-2 圃場レベルの水管理方法の確立 

6.  水利組合育成強化のためのマニュアル、ガイドラインの策定 

7.  政府関係者及び農民に対する研修   

8.  水利組合強化関連事業との連携促進 

 

4) 専門家の投入（案） 

長期専門家 3～4 名 

リーダー/水管理、業務調整/研修、農民組織、営農（短期専門家での対応も検討） 

5) 案件名 

先方との協議の結果、当初の要請で「水利組合強化・用水管理技術移転計画」となってい

た案件名を「水利組合強化計画」とすることを確認し、ミニッツに記載した。 

 

(3) 他ドナーと本技術協力の役割分担 

1) 国際機関との役割分担 

世界銀行、ADB などが灌漑施設整備と水利組織強化に係る支援を実施しているが、これら

の事業も、いわば水利組織強化のパイロット事業としての性格を有している。他方、インド

ネシアの国土は広域でそれぞれの地域が同一の州、県の中においてさえ異なる様相をもつな
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どの多様性を有していることから、水利組織強化に関しても地域ごとに異なるアプローチが

必要となる。したがって各ドナーが協調して支援を実施していく意義は高いものと認められ

る。 

      また、世界銀行、ADB の支援は NGO などを介して直接受益者である農民にアプローチを

する方法を取っており、政府職員は各種打合せには参加するものの、実際の水利組合育成の

活動にはほとんど参画していない。したがって、支援期間が終われば NGO が活動するため

のドナーからの資金的支援も終了する。この考え方は、一度水利組合の活動が軌道にのれば、

その後の活動は水利組合自身の手で良好に運営・維持管理されていくという前提に立ったも

のである。 

      このような手法は効果・効率的な手法ではあるものの、政府職員の人材育成はほとんど考

慮されていないため、ある特定地域の成果が他の地域に普及していく、または水利組合が何

らかの問題に直面したときに、特に政府側からの技術的支援を行うことが困難であるという

現状を改善するまでには至っていない。 

      他方、本件技術協力は現場レベルで県職員に水利組合育成手法を技術移転することを基本

的な考え方の 1 つとしており、この意味でも本件技術協力を実施する意義は高いものと認め

られる。 

  

2) JBIC との連携及びデマケーション 

JBIC 事業においては、灌漑施設整備事業の一部のコンポーネントとして NGO との連携に

よる水利組織強化に係る支援を実施している。JBIC 事業では、水利組織の設立を中心に行っ

ているが、事業期間は工事の完了までとなっている。そのため活動の大部分は組織の立ち上

げに関するもので、工事完了後に実際の水利組合の運営、維持管理に関する指導を行うこと

までは含まれていない。受益農民の大部分は乾期における水管理を経験したことがないため、

その管理が軌道に乗るまでは一定の指導が必要となるものと思われる。  

また、NGO は組織の立ち上げ、枠組み作り及び住民参加に関しては一定のノウハウを有し

ているものの、技術的側面に関するノウハウは不十分な部分が多い。関係政府職員との関与

も打合せが主なもので、NGO が農民だけでなく政府職員に対しても直接技術移転を行うこと

は実施してない。 

したがって、本件技術協力において組織制度、技術の 2 つの観点から NGO との協調と関

係政府職員の人材育成を行っていく意義は高いものと認められる。 

  
４－２ モデル地区の選定 

(1) 地区選定の条件 

モデル地区選定にあたり、手順は次のとおりである。 

『必要条件』 

条件 1．施設整備状況 

水利組合活動が行われる前提条件として、組合員である受益者は、用水へのアクセス

が可能であり、灌漑農業が可能であることが挙げられる。したがって、対象地区は、幹

線（2 次用水路を含む）の灌漑システムがすでに整備されていることが必要である。 
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 『十分条件』 
条件 2．JBIC との連携 

条件 3．ジャカルタからのアクセス 

条件 4．ベースラインサーベイのための基礎情報が入手可能 

 

上記条件に関して次のステップで地区の選定を行った。 

ステップ 1  

条件 2：JBIC で整備される水利施設を活用する。水利組合強化を通じて施設が最大限 

利用できることを考慮し、JBIC からの融資で実施予定、または実施中の地区 

とした。 

ステップ 2  

条件 1：幹線施設の整備がほぼ終了している、あるいは近年中に終了する地区として、

南スラウェシ州のビリビリ灌漑事業地区と西ヌサティンガラ州ロンボク島の 

中央ロンボク県カトン地区を候補とした。JBIC で実施されている PTSLII 

（Project Type Sector Loan）はスマトラ、ジャワ、カリマンタンの 3 島で 19 

地区を対象に灌漑システムの整備を計画る。したがって、当プロジェクトか 

ら対象地区を選定することも考えられる。しかし、現在実施設計のレビュー 

が終了した段階であり、施設整備終了には今後数年間を要することから対象 

地区から除外した。 

ステップ 3  

条件 3：ビリビリ地区は南スラウェシの州都マカッサルの近郊に位置し、マカッサル 

やジャカルタから直行便が就航していることからアクセスは良好である。 

一方、カトン地区も州都マタラム近郊に位置しており、ジャカルタからはバ 

リ経由の航空便を利用し、比較的容易に往来することが可能である。したが 

って、アクセスに関しては両地区とも問題はない。 

ステップ 4  

条件 4：ビリビリ地区では、JBIC 事業の実績によるデータベースが存在するほか、タ 

カラール県では青年海外協力隊（村落開発）が活動しており、基礎情報の入 

手が容易である。 
 

これらの条件より、南スラウェシ州ゴワ県、西ヌサティンガラ州中央ロンボク県をモデル 
地区候補地とした。 

 
(2) モデル地区の決定 

先方との協議により、モデル地区での重点的な活動とすることが確認できたため、モデル

地区候補地（西ヌサティンガラ州中央ロンボク県、南スラウェシ州ゴア県）について現地調

査を行った。 

 

① 西ヌサティンガラ州 

    中央ロンボク県の所在するロンボク島では新規 JBIC 事業が計画されている。ロンボク

島では必要灌漑水量を確保するためにダム開発などの新規水源の確保が必要となるが、用
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地収容などの問題からリハビリ事業は主として水路の改修となる見込みである。リハビリ

事業を実施することで流域の水管理改善が可能となれば、ある程度の水事情の改善は見込

まれる。しかし、水源が絶対的に不足している状況から、末端水路まで実際にどの程度水

が届くようになるのか、詳細な調査が始まっていない段階では不明である。 

② 南スラウェシ州 

    南スラウェシ州では JBIC 事業（ビリビリ灌漑事業）が終盤を迎えており、リハビリ事

業は 2004 年度中には完成の見込みである。2003 年 3 月には事業地区内の 28 水利組織連合

の設立が完了した。そのうち 6 水利組合連合は州、県の主導で発足した。水利組合の数は

約 300 で、設立までに最短で 1 年、最長で 4 年近くかかっている。リハビリ完了を受け、

2004 年の乾期からは末端圃場にまで通水される予定で、これまで乾期の水管理や組織運営

を経験したことのない水利組織に対し（ほとんどの地区が乾期における灌漑水の不足に陥

っている）、水利組織強化にについて技術協力を行う必要性は高く認められる。またビリビ

リ灌漑施設整備は JICA 開発調査によるマスタープランに基づいて実施された事業である

ことから、開発調査、円借款及び本件の技術協力と、日本の異なる援助スキームの連携が

可能である。 

さらに、対象候補村落としているビリビリ灌漑区のタナバンカ村には村落開発の協力隊

員が派遣されており、地元NGOとともに水利組合の再組織化に取り組んでいることから、

ある程度のベースラインデータも確認されている。 

以上の状況を踏まえたうえで、本件技術協力の投入規模も考慮した結果、調査団として

は今回のモデル地区として南スラウェシ州ビリビリ灌漑事業地区内のゴワ県タナバンカ村

周辺 1 カ所とすることが妥当との結論に至った。 

        なお、ロンボク島においては事業の計画段階からの農民参加という観点から協力の必要

性が認められるので、ビリビリ灌漑区での経験を波及することが可能なサイトの 1 つとし

て、適宜情報の収集、JBIC 事業関係者との意見交換などを積極的に行うこととする。 

両候補地区の概況は下表のとおりである。 

 

項目 南スラウェシ州 

ゴワ県 

（ビリビリ灌漑事業） 

西ヌサティンガラ州 

中央ロンボク県 

（小規模灌漑管理事業第 4 期 

（DISIMP）事業地区の一部） 

地区位置 南スラウェシュ州都マカッサル市の

東南に位置し、市から約 1 時間の距離

にある。水源となるビリビリ多目的ダ

ムは 1999 年に工事完了。1998 年より

水路網の工事が開始され、2003 年末か

ら 2004 年前半で完了予定。灌漑地区

はビリビリ系統（2,360ha、堰新設、水

路 リ ハ ビ リ 中 ）、 カ ン ビ リ 系 統

（17,480ha、堰改修、水路リハビリ中）、

州都マタラムから東南東へ約 30km 地

点の中央ロンボクに位置し、Renggung

川と Ganti 川に挟まれている。High 

Level Diversion canal(HLD)と Jurang Sate 

Canal(JSC)とによって、山に降った雨水

を集水し、Renggung川に導水している。

しかしながら乾期には水不足となる。

HLD と JSC にリンクしている灌漑面積

は 6 万 ha 以上に及ぶ。この水管理を
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ビスア系統（3,850ha、堰新設、水路新

設中）の 3 地区からなる。 

Water Operation Center が行っている。 

対象地区 カンピリ系統（17,480ha） 

BL.23, BL.24 掛かり 

タナバンカ村 

カトン堰掛かり（1,886ha） 

BK4 掛かり（893ha） 

上記地区から選定する 

対象面積 230ha BK4 掛かり（893ha）から選定 

水係り現況 天水のみ、乾期は水がない 天水のみ、乾期は水がない 

2 次支線 ビリビリ灌漑事業によりリハビリ完

了 

DISIMP でリハビリを実施する 

3 次支線 2003 年度内に完了予定 DISIMP で新設する 

対象 WUA 3 N.A. 

対象 WUAF 1 N.A. 

NGO Yapsdandes が活動中。WUA、WUAF

を設立 

N.A. 

他ドナー (1)ADB:WISMP Training P3A 

(1999-2002) 

(2)GON:WIRIP Bili Bili Irrigation 

Project, Quality assistance training for 

farmer federation  (2001-2003) 

なし 

 
４－３ 実施体制の明確化 

 前述の通り、中央では、水資源総局長のもと水利組合の制度関連事項に関しては水資源総局水

資源管理局、水利組合に対する技術的指導事項に関しては技術指導局がカウンターパートとした。

地方では、州政府、県ごとに水資源管理部門が中心となって、農業部門、水利組織制度関連部門

（BAPPEDA）関連組織との調整委員会を設けることとした。また、中央においても内務省、農業

省との調整委員会を設置することとし、この旨をミニッツで確認した。 

今回確認できた予算措置状況は次表のとおりである。 

単位：百万ルピア(1000 ドル*) 

  居住・地域インフラ

省 

水資源総局 

南スラウェシ州 

水資源管理局 

西ヌサティンガ

ラ州 

水資源管理局 

 2003 年度予算 2002 年度予算 2002 年度予算  

資金源 ルピア ドル ルピア ドル ルピア ドル

自己資金 1,524,459 170,141  6,809 651  3,447 330一般予算 

援助資金 2,145,633 239,468   

計 189,485 18,125 190,684 18,240

自己資金 37,594 3,596 35,943 3,438
プロジェクト予算 

（灌漑部門公共事業）
援助資金 151,891 14,529 154,741 14,802

2002 年度予算については* 2002/1/1 付 1 ドル＝10,454 ルピア.換算 

2003 年度予算については* 2002/1/1 付 1 ドル＝8,960 ルピア.換算 
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居住地域インフラ省水資源総局の一般予算はプロジェクト予算を含む 

州レベルの一般予算とプロジェクト予算は別枠 

 
４－４ 「農業経営改善のための農業普及員訓練計画」との連携 

中央政府直轄の国立農業教育訓練センターが南スラウェシ州バタンカルク、ビリビリ灌漑区と

同一の県に位置している。上記計画のサイトはジャカルタとカユアンボンが想定されているが、

普及の巡回指導の中の 1 つの地区として本件プロジェクトサイトで活動する普及員の研修を行う

可能性も考えられる。そのため、今後は普及プロジェクトとの連携を検討する必要がある。 

 
４－５ プロジェクトサイトにおける営農に関する状況 

南スラウェシ州において生産量の多い食用作物は、コメ、メイズ、キャッサバ、甘藷であり、

生産量はほぼ横ばいである。次に大豆、落花生と続くが、生産量は下降傾向にある。 

同州はアラビカ種コーヒー、カカオ、カシューナッツ等のエステート作物の主要生産地でもあ

り、それぞれの生産量は全国の 33%、63%、59%を占める（1999 年統計）。 

ビリビリ灌漑区周辺はジェネベラン川水系の平野部に位置し、最重要作物は水稲である。雨期

にはほぼ全農地が稲作にあてられ、乾期の第一作目にも水稲を作付ける農家が多い。しかし、乾

期米作の収穫の可否及び収量は灌漑条件次第である。すなわち、水利条件に恵まれた農地では圃

場内水管理が可能な分、雨期水稲作よりも高収量を得ることができるが、灌水が不足する農地で

は収量が雨期作より落ちるか、栽培途中で圃場が干上がり収穫不能となる。乾期二作目の耕作は

灌漑可能地に限られており、緑豆、大豆、落花生、トウモロコシ等の食用畑作物が生産される。

乾期第一作目に収穫不能の可能性が高くとも米作志向が強いのは、換金畑作物の価格の不安定さ

が原因であるとされている。 

ビリビリ多目的ダム直下に位置するビリビリ灌漑区内の用排水路整備により、2004 年以降は、

灌漑区内全域で雨期・乾期の米二毛作に加え、乾期後半の畑作物が可能となる予定である。ビリ

ビリ事業を実施中のコンサルタントの調査結果によると、灌漑網の整備に伴う作付け体系と単収

の改善により、ヘクタールあたりの収支は天水依存の稲作農家で 220 万ルピア、灌漑稲作農家で

330 万ルピアであるものが 750 万ルピアに向上するとの試算結果を得ている。この収支計算には施

設維持管理用の水利費の支払いも算入されており、約 15 万ルピア/ha と予想される水利費の支出を

大幅に上回る収支の改善が見込まれている。 

ただし、この作付け体系の導入を全域で可能とするためには灌漑全体での作付け体系が遵守さ

れる必要がある。上流域では乾期後半において幹線水路は用水で満たされているが、この水を水

稲作に使用されると、灌漑区下流まで水が届かず生産が困難となる。このため、WUAF(Gabungan 

P3A：2 次水路レベルでの水利組合連合)や IWUA(Induk P3A：灌漑シムテムレベルでの水利組合連

合)、ならびに、これを指導する行政が重要な役割を担うこととなる。ちなみに、本件で予定して

いる対象 WUA のあるタナバンカ村は灌漑区の中流域にあたる。 

同地域の気象データ及びクロッピングカレンダーは次表のとおりである。 
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乾期の後半に生産する畑作物の作目選択にあたっては、前述したように換金作物の価格変動の 

激しさ、農民の保守性、同国内の複雑な流通体系、輸入圧力（2003 年にアセアン自由貿易圏が正

式発効）、新規作物導入への支援体制の不足等の問題が認識されている。 

水利費の負担に耐え得る農家の所得向上を実現させるため、本プロジェクトにおいても普及員

などの現地リソースを活用して栽培技術等の支援にあたるほか、必要に応じて営農分野の専門家

派遣を検討する必要がある。 

 

４－６ 留意事項 

今回のミニッツにおいて、カウンターパートの配置、予算措置及び専門家執務室の確保などは

先方が措置することを確認した。本プロジェクトの円滑な実施のために最も重要な要素の 1 つは、

ある程度の基礎的な技術レベルと本件に取り組む意欲を有するカウンターパートを、特に実際の

現場でのカウンターパートとなる県レベルで確保することである。 

プロジェクト開始前に専門家のカウンターパートとして適当な人材を確保できるよう JICA事務

所及び派遣中の個別専門家の協力を得て現地での実施体制を確認するなど、現場での受入体制の

再確認をすることがプロジェクトの円滑な立ち上げに有効である。 
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また、調査団はプロジェクトのモデルサイトを南スラウェシ州ゴワ県タナバンカ村に設定した

が、今後の情報収集の過程でビリビリ灌漑区の中でプロジェクトサイトとしてよりふさわしいサ

イトがあれば、JICA 事務所及び専門家の意見を踏まえ、サイト変更に柔軟に対応することとした

い。 
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第５章 今後のスケジュール 

  

本調査の結果を踏まえ、本件技術協力プロジェクトの実施の可否について、2003 年 5 月末まで

に JICA インドネシア事務所を通じて先方に連絡することとした。 

 調査団としては、上記の調査結果よりプロジェクト実施体制や具体的な活動内容が確認できた

ことから、プロジェクト実施の妥当性はあるものと判断する。 

現在、平成 15 年度要望として、個別専門家「水利組合強化」が挙げられており採択の予定であ

る。この専門家はプロジェクトに先乗りする形で居住・地域インフラ省に派遣することが可能な

ため、プロジェクト立ち上げにかかる準備作業を行うことができる。具体的には、すでに述べて

いるように現場レベル（州、県）でのカウンターパートの確保にあたるほか、プロジェクトの詳

細な活動内容の検討等を行い、プロジェクトの円滑な立ち上げに資することが期待される。なお、

プロジェクトの開始にあたってはプロジェクトリーダーとして、南スラウェシでのサイトを中心

とした活動に切り替えることを想定している。 

 本プロジェクト実施が可能であれば、次回の調査団は R/D の締結を目的に、2003 年 8 月頃の派

遣を予定している。先述した専門家のプロジェクト立ち上げ準備及び、ローカルコンサルタント

による事前の情報収集の結果を踏まえ、最終的なプロジェクト実施体制やプロジェクトの活動内

容、活動計画について合意を形成し、R/D を締結する予定である。 
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   1．プロジェクト実施概念図  

2．ミニッツ  
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